
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１６号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２４年９月１６日（日） １８時４５分ごろ 

発生場所 福井県おおい町 鋸
のこぎり

埼西方沖 

 鋸埼灯台から真方位２７０°２,５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３２.８′ 東経１３５°３８.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ギミックス、５トン未満（長さ７.１６ｍ） 

 ２７１－３１０７３福井、有限会社ギミックス 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 ドライブユニット脱落 

定置網 ロープ切断 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗船し、係留地であるおおい町所在のマリ

ーナへ帰航中、鋸埼西方沖の定置網設置区域に接近し、平成２４年９

月１６日１８時４５分ごろ定置網に乗り揚げた。 

 本船は、ドライブユニットが脱落して航行できなくなったため、定

置網所有者の船舶にえい
．．

航され、係留地のマリーナに到着した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１８時０４分ごろ 

 その他の事項 

 

 船長は、鋸埼西方沖の航行経験が約１５回あったが、夜間の航行は

初めてであった。 

定置網には白く点滅する灯火及びオレンジ色の浮きが取り付けられ

ていた。 

 船長は、周辺海域に定置網が設置されていることを知っており、Ｇ

ＰＳプロッター及び目視で見張りを行っていたが、定置網の位置をＧ

ＰＳプロッターに入力したり、海図に記入したりしておらず、定置網

との位置関係を把握していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鋸埼西方沖を航行中、船長が、定置網の存在は知っていた



 

 

ものの、定置網との位置関係を把握していなかったことから、定置網

に進入して同網を損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鋸埼西方沖を航行中、船長が定置網との

位置関係を把握していなかったため、定置網に進入したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網が設置されている海域を航行する場合は、ＧＰＳプロッタ

ーに定置網の位置を入力するか、海図に定置網の位置を記入する

などしておき、できる限り、定置網から離れて航行すること。 

 




